
平成27年１月30日　　　　　金曜日　　　　愛  知  県  公  報

-1-

第3153号

発行／愛知県　編集／総務部法務文書課     （毎週火・金曜日発行）

　　　　　　　　　目　　　　　次

　　　　　　　　告　　　　　示　　　　　　　　
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○換地計画書の縦覧
○公共測量の終了
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　　　　　　　　　　　　　　　　 告 示

愛知県告示第19号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次
のように認可した。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　

施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事 業 施 行 期 間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所
常滑市 知多都市計画下水道事業常滑

公共下水道
平成５年８月25日から
平成33年３月31日まで

収用の部分
　変更なし
使用の部分
　変更なし

常滑市役所
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愛知県告示第20号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　

道路の
種　類 路 線 名

道 路 の 区 域
新 旧
別 区 間 敷地の幅員 延 長

一般国道 155号 旧 知多市日長字堀田116番１地先から同字栗林６番１地
先まで

ｍ
8.0 ～ 13.7

km
0.344

新 同 17.2 ～ 19.1 0.344

県道 豊橋環状線 旧 豊橋市東脇三丁目１番１地先から同往完町字往還西
71番１地先まで

22.0 ～ 39.5 0.059

新 同 22.0 ～ 42.0 0.059

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第21号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　

道路の
種　類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

県道 千万町豊川線 豊川市千両町用幸37番４地先から同早稲田85番５地先まで 平成27年１月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第22号
　平成18年愛知県告示第161号（中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定）の一部を次のよう
に改正し、平成27年４月１日から施行する。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　
　第２項中「平成24年４月１日から平成27年３月31日まで」を「平成27年４月１日から平成30年３月31日ま
で」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　 選挙管理委員会告示

愛知県選挙管理委員会告示第12号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第６条第１項、第７条第１項、第17条第１
項並びに第19条第２項及び第３項の規定に基づき、次の政治団体から設立した旨、届出事項に異動があった
旨及び政治団体でなくなった旨並びに次の者から資金管理団体の指定をした旨及び資金管理団体の届出事項
に異動があった旨の届出があった。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県選挙管理委員会委員長　小　川　宏　嗣　
１　法第６条第１項の規定に基づく届出に係る政治団体の名称等
　〔国会議員関係政治団体でないその他の政治団体〕

政 治 団 体 の 名 称 代 表 者
の 氏 名

会計責任者
の 氏 名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届　出

年月日
安城をよくする会 加藤　元治 沓名　典昭 安城市榎前町内畑58－５ 平成

26.12.24
井田よしひこ後援会 井田　吉彦 藤巻　　毅 一宮市開明字西池田22番地 26.12.26

岡本さだあき後援会 岡本　禎稔 河辺　禎人 田原市野田町才ノ神22番地 26.12.10

神谷のぶゆき後援会 丸地　繁樹 丸地　繁樹 知多郡美浜町布土字北浜田30 26.12.24

健幸都市にかえる会 神谷　淳子 加藤　勇雄 安城市東端町中村34番地 26.12.16

ごとう学後援会 土井　澄也 土井　　敏 豊明市沓掛町井ノ上１－２ 26.12.24
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藤政会 朝隈純一郎 溝口　稔英 名古屋市瑞穂区市丘町２－11－１ 26.12.26

「常滑市民の「生活第一」に考える会」 松林　正彦 松林とも子 常滑市港町２－19 26.12.15

成田おさむ後援会 成田　　修 安田安里子 名古屋市昭和区菊園町５－21－１ 26.12.22

野々川よしのり後援会 野々川嘉則 鈴木　晶貴 小牧市東田中1200番地 26.12.17

長谷川やそ後援会 長谷川八十 長谷川房子 一宮市千秋町浮野字冠羅17番地２ 26.12. １

吉岡ひさき後援会 吉岡　寿樹 鈴木　重介 名古屋市熱田区二番２丁目２－24 26.12.25

２　法第７条第１項の規定に基づく届出に係る異動事項等
　〔政党の支部〕

政 治 団 体 の 名 称 異 動 事 項 異 動 事 項 の 内 容 届　出
年月日新 旧

自由民主党岡崎市支部 会計責任者 鈴木　静男 三浦　康宏 平成
26.12.26

自由民主党知立市支部 主たる事務所の
所在地

知立市広見４－７ 知立市南新地３－８－22 26.12. ４

日本共産党尾張南地区委員
会

主たる事務所の
所在地

稲沢市小池３丁目24－20 稲沢市桜木１－12－32 26.12.26

　〔その他の政治団体〕

政 治 団 体 の 名 称 異 動 事 項 異 動 事 項 の 内 容 届　出
年月日新 旧

アイシン政治に参加する会 代表者 石川　　輝 嶋﨑　広光 平成
26.12.24

会計責任者 星野　義晶 谷口　智玲

明日の碧海を考える会 代表者 牧野　　修 花田　昌浩 26.12.24

いげたまこと後援会 代表者 井桁　　亮 井桁　和子 26.12.24

石川輝彦後援会 会計責任者 石川　　輝 花田　昌浩 26.12. ９

上野聡久後援会 主たる事務所の
所在地

津島市立込町４－101－１ 津島市立込町４－141 26.12. １

おおたけりえ後援会 政治団体の名称 おおたけりえ後援会 おおたけりえを育てる会 26.12.24

おおたけりえ政策研究会 政治団体の名称 おおたけりえ政策研究会 おおたけりえと豊川市政を考
える会

26.12.24

上西正雄後援会 代表者 菊池　一夫 藤林　貴之 26.12. ４

くずや利枝後援会 主たる事務所の
所在地

名古屋市名東区名東本通３－
59－203

名古屋市千種区西崎町１－
59－３

26.12. ２

近藤まさとし後援会 代表者 加藤　元治 加藤　研一 26.12.24

坂部隆志後援会 会計責任者 石川　　輝 花田　昌浩 26.12. ９

嶋口忠弘後援会 会計責任者 星野　義晶 花田　昌浩 26.12. ９

鈴木孝英後援会 会計責任者 橋本　浩良 青柳　孝弥 26.12.11

仲敬助後援会 会計責任者 石川　　輝 花田　昌浩 26.12. ９

中嶋祥元後援会 会計責任者 石川　　輝 花田　昌浩 26.12. ９

服部あきふみ後援会 主たる事務所の
所在地

弥富市前ケ須町東勘助138 弥富市荷之上町権七走2645番
地

26.12.16

平松くにえを育てる会 主たる事務所の
所在地

一宮市丹陽町伝法寺字二反田
1546番地

一宮市丹陽町九日市場字中田
87－５

26.12. ８

平山良平後援会 国会議員関係政
治団体の区分

国会議員関係政治団体以外の
政治団体

１号及び２号国会議員関係政
治団体

26.12.26

公職の種類 － 衆議院議員

公職の候補者及
び公職の種類

－ 平山　良平、衆議院議員

ふくでん会 代表者 平野　雅幸 浜本　輝義 26.12. １
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松原みさこと明日をつくる
会

政治団体の名称 松原みさこと明日をつくる会 市民の党　モリヤマ 26.12. ５

代表者 野々垣真美 松原美佐子

山下ともや後援会 主たる事務所の
所在地

小牧市村中新町70 小牧市村中新町69 26.12. ８

代表者 丹羽　徹男 大野　康雄

山本和明後援会 会計責任者 山本　和明 竹本　良夫 26.12.25

備考　「１号及び２号国会議員関係政治団体」とは、法第19条の７第１項第１号に掲げる政治団体かつ同項第２号
に掲げる政治団体をいう。

３　法第17条第１項の規定に基づく届出に係る政治団体の名称等
　〔政党の支部〕

政 治 団 体 の 名 称 政治団体でな
くなった理由

政治団体でなく
なった年月日

民主党愛知県東海市支部 解散 平成
26.12. ５

みんなの党愛知県総支部 解散 26.11.28

みんなの党参議院議員愛知県第１支部 解散 26.11.28

自由民主党愛知県豊川市第一支部 解散 26.12.17

　〔その他の政治団体〕

政 治 団 体 の 名 称 政治団体でな
くなった理由

政治団体でなく
なった年月日

浅井きよはるを育てる会 解散 平成
26.12.15

一宮市議会一輝会 解散 26.12.16

新時代の市長を創る会 解散 26.12.22

成田ひろし後援会 解散 26.12.25

日比野和雄後援会 解散 26.12.22

ふじた和秀後援会 解散 26.12.26

山本和明後援会 解散 26.12.25

山本辰見後援会 解散 26.12. ５

ゆきお会 解散 26.11.26

４　法第19条第２項の規定に基づく届出に係る資金管理団体の名称等

氏 名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代 表 者
の 氏 名

届　出
年月日 

成田　　修 愛知県議会議員 成田おさむ後援会 名古屋市昭和区菊園町５－21－１ 成田　　修 平成
26.12.22

野々川嘉則 小牧市議会議員 野々川よしのり後援会 小牧市東田中1200番地 野々川嘉則 26.12.17

５　法第19条第３項第３号の規定に基づく届出に係る異動事項等

氏 名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 異 動 事 項 異 動 事 項 の 内 容
新 旧

平松　邦江 一宮市議会議員 平松くにえを育てる会 主たる事務所の所
在地

一宮市丹陽町伝法
寺字二反田1546番
地

一宮市丹陽町伝法
寺字九日市場字中
田87－５

大嶽　理恵 豊川市議会議員 おおたけりえ政策研究
会

政治団体の名称 おおたけりえ政策
研究会

おおたけりえと豊
川市政を考える会

　　　　　　　　　　　　　　 海区漁業調整委員会告示

愛知海区漁業調整委員会告示第１号
　はえ縄漁業について、漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき、次のとおり指示する。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知海区漁業調整委員会会長　吉　戸　一　紀　



平成27年１月30日　　　　　金曜日　　　　愛  知  県  公  報

-5-

第3153号

１　指示の内容
⑴　ふぐはえ縄漁業の制限
　ア　禁止漁具
　　　浮きはえ縄漁具及び松葉はえ縄漁具
　イ　漁具の所持禁止
　　　ふぐはえ縄漁業をする目的で、アで指定した禁止漁具を所持してはならない。
　ウ　操業禁止期間
　　　３月１日から９月30日まで
　エ　採捕の禁止の対象
　　　600グラム未満のトラフグ

オ　いかりは、全て海底に接し、かつ、幹縄は、当該いかりに直接結着し、全て海底に接しているよう
にしなければならない。

カ　操業に当たっては、ふぐはえ縄漁業に関する関係漁業者間の申合せ事項を尊重し、紛争防止に努め
なければならない。

⑵　ふぐはえ縄漁業以外のはえ縄漁業の制限
ア　禁止漁具
　　幹縄及び枝縄（はりす又はちもとを含む。）に金属素材を使用した漁具
イ　漁具の所持禁止
　　ふぐはえ縄漁業以外のはえ縄漁業をする目的で、アで指定した禁止漁具を所持してはならない。

２　指示の有効期間
　　平成27年２月１日から平成28年１月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　 公 告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように地籍調査の成果を認証した。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　
国土調査を行っ
た者の名称 調 査 年 度 成 果 の 名 称 調 査 を 行 っ た 地 域 認　証

年月日
設楽町 平成20年度から平成24年度まで 地籍図及び地籍簿 北設楽郡設楽町津具の一部 平成

27. １.19
　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、次の土地改良区定款の変更を平成27
年１月30日認可した。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　
　旭土地改良区定款
　明治用水土地改良区定款
　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改良事業（畑地帯総合
土地改良）三好下地区の換地計画を定めたから、次のように換地計画書の写しを縦覧に供する。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　
１　期間
　　平成27年２月２日から平成27年２月23日まで
２　場所
　　みよし市役所
　　　　　　　　　　　　　　　　
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき、名古屋市長
から次のように公共測量を終了した旨の通知があった。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　

測 量 地 域 測 量 期 間 測 量 方 法

名古屋市港区藤高四丁目、藤高五
丁目、小川一丁目、小川二丁目、
小川三丁目及び新茶屋三丁目並び
に海部郡飛島村大字渚

平成26年９月15日から
平成26年10月30日まで

公共測量（１級基準点測量）
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　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第45条第２項の規定に基づき、西尾吉山土地区画整理組合の解
散を認可した。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　次の都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定に基づき許可した開発行為に関する工事は
完了した。
　　平成27年１月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　

許可番号 許　可
年月日 開発許可を受けた者の氏名 開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 開発区域に含まれる地域の名称

26尾建
96－142

平成
26. ９.25

安藤　　守 岐阜県飛騨市古川町片原町２－39 豊明市沓掛町若王子11－40

26尾建
96－42

26. ５.27 小野田勝仁 愛知郡東郷町大字春木字音貝43－
５

愛 知 郡 東 郷 町 大 字 春 木 字 音 貝
53－１ほか４筆

25尾建
96－154

25. ９.11 牧野　貴仁 名古屋市西区八筋町61 清須市春日砂賀東70

26尾建
96－５

26. ４.16 高瀬よし惠 名古屋市緑区桃山三丁目1622 清須市春日砂賀東45

26尾建
96－126

26.10. １ 近藤　明香 あま市七宝町伊福弐之割76－１ あま市七宝町沖之島観音寺52及
び53

26尾建
96－124

26.10.16 伊藤　尚子 あま市木田申尾10－５ あま市七宝町遠島上江越1550－
１


